
第４ 令和６年度 富山県公立学校における業務改善推進の取組計画   

取組の柱 取組の方向性 主な取組（○教育委員会 ●学校） 令和６年度の取組計画 

１ 管理職

をはじめ

とする教

職員の意

識改革 

（１）適正な勤務時間の

設定と働き方改

革に関する研修 

○客観的な方法による教職員の勤務実態把握の体制整備 
 
 
○働き方改革に関する研修の実施 
○学校ごとの実情に応じた学校閉庁日及びノー残業デーの設定 
 
○特別休暇の拡充 
○勤務時間以外に業務を命ずる場合の勤務時間の割り振り変更体
制の整備 

○「週休日の振替」を行う期間を、長期休業期間にかかるよう措置 
●校外や土日、祝日などにおける教職員の在校等時間の把握 
●公文書として、とりまとめた教職員の在校等時間の管理及び保
存の適切化 

●教職員の勤務計画と勤務時間の比較による勤務実態の把握 
●勤務時間の割り振り変更や週休日の振替の適正実施 
●学校閉庁日及びノー残業デーの実施 
●教職員の勤務時間を考慮した児童生徒等の登下校の時間設定 

○パソコンのログインアウト時刻の自動記録による客観的な把握 
新○出退勤管理システムの改良による勤務時間のリアルタイム把握を試
行 
拡○働き方改革に係る管理職（教頭向け）研修の実施 
拡○県立学校一斉のノー残業デーの設定・実施 
 
 
 
 
 
●校外等での業務時間は、教職員が手入力で修正し、管理職が確認 
●管理職が教員個々の勤務状況を確認し、毎月県に報告 
拡●時間外が長時間に及ぶ教職員に対して、管理職が随時面接 
 （時間外勤務が80時間を超える教諭への個別対応に重点） 
●管理職が対象教員に声かけするなど、適切な管理を実施 
●全県立学校で学校閉庁日を設定 
●地域の実情等も踏まえ、各学校で適切に設定 

（２）評価等における

働き方改革の位

置付けの明確化 

○教育委員会の自己点検・評価における働き方改革の位置付け 
 
●教育計画や学校経営計画等への教職員の働き方に関する視点の
導入 
●学校の自己評価への業務改善や働き方に関する項目の位置付け 

○「教育委員会の事務の点検及び評価結果報告書」における多忙化解消の
取組についての評価の掲載 

●学校管理指導計画へ視点の導入（R3～） 

 

２ 効率的・

効果的な

業務の推

進 

 

（１）方針・計画等の策

定 

○時間外勤務の縮減に向けた業務改善方針や計画等の策定 
○とやま学校多忙化解消推進委員会の継続設置と業務改善へのフ
ォローアップ、取組の検証 

○業務改善の取組についてのＰＤＣＡサイクルの構築と具体的な
取組方法の見直し 

  
 
 
○各学校の作成する計画等の網羅的把握と整理・合理化の推進 
○働き方改革推進校の指定及び業務改革の取組 
 
 
○●若手～中堅教員を中心とした自由な意見交換の場の設定 
 
 
●教職員の働き方に配慮した適切な年間授業計画の編成 

拡○「とやま学校働き方改革推進プラン2024」の策定 
 
 
 
 
 
 
○「管理指導計画」において、学校ごとの教育計画等を把握 
拡○働き方改革推進校を核とした業務量の見える化と平準化、および業
務改善のアイディアを吸い上げ具現化しやすい校内体制づくりの推進 

拡○各校種の若手～中堅教員が働き方改革及び業務改善について自由に
意見交換し、今後の取組につなげるためのＷＧの設置 

拡●業務改善のためのＷＧや研修会等、若手～中堅教員をはじめとした
多様な意見を吸い上げ、具体化することのできる体制の整備 

●各学校において、実情に応じた年間指導計画を作成 

（２）業務の適正化 

○少人数教育推進のための定数措置 
 
○統合型校務支援システム等によるＩＣＴを活用した教材や資料
等の共有化、業務の分散化、様式の簡素化・統一化・ペーパレス
化等の業務効率化 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○過剰な苦情や不当な要求に対する対応マニュアル・手引き等の
作成・周知 

○研修の精選、報告書等の簡素化、オンラインなどの研修形態、研
修時期の適正化 

○長期休業期間中における研修等の精選 
 
 
○学校における研究事業の精査・精選、成果発表の在り方の見直し 
●ＩＣＴを活用した教材や指導案の共有化 
●行事等の精選や内容の見直し、準備の簡素化、地域行事との合同
開催の推進 

●学校行事等の積極的な当該教科等の授業時数化 

拡○国の法改正より１年先行し、小学校５、６年生での３５人学級を実
施、教科担任制を見据えた専科教員の拡充配置 

○教務・保健・学籍・進路・事務など、広く校務を実施するための機能を
有する、統合型校務支援システムの導入（R4～） 

○オンデマンドで、教員が学校または自宅で研修を受けることができる、
研修受講申請管理システムの導入 

○新型コロナウイルスや大雪等の災害時に備え、自宅等から適時メール発
出できる、教育安全メールシステムの導入（R4～） 

○教育ＤＸ推進施策の総合調整のため、外部から教育 CIO・CDO補佐、ア
ドバイザーを招致し、富山県教育DX推進会議を設置・運営（R3～） 

新○全県立高校へのデジタル採点ソフトの試験導入 
新○学校 ⇔ 県教委間における申請・報告／通知・承認のプロセスのデ
ジタル化 

拡県立学校におけるＩＣＴ教育支援体制強化のため、ＧＩＧＡスクール
運営支援センターを設置（R4～）するとともに、情報通信技術支援員と
の連携により円滑な支援を実施 

拡情報通信技術支援員の派遣及びＩＣＴを活用した授業実践のための教
員研修の実施 

 （小中学校は令和２年度から実施） 
（県立学校は令和５年度より年度当初から派遣） 
公立学校におけるＩＣＴ教育支援体制強化のため、ＧＩＧＡスクール推
進協議会を設置（R5～） 

 １人１台端末を活用した授業例や、指導参考資料を掲載した「教員応援
サイト」ホームページの充実 

○対応マニュアルの作成を検討 
○研修の目的に応じたオンラインの活用 
○研修の内容精選による時間短縮 
 保健主事研修会、給食主任研修会等 
○教育センターでの初任者研修の時間短縮（課業中は、研修開始時刻を
14:00とする） 

○富山県高等学校教育課程講習会について、教科別部会は実施せず、総則
等部会のみ実施 

○新規の県事業に関して、計画書及び報告書をＡ４で１枚程度に簡素化 
●児童生徒および教員に１人１台端末を整備、各教科での実践事例の共有
化 

●学校行事等の見直し実施、校時の運用の見直し、工夫 
●学校行事を精選し、授業時数を確保 

（３）学校の業務の管

理・調整のため

の体制整備 

○働き方改革の推進や業務の適正化のための首長や首長部局等と
の共通理解 
○学校に対して新たな業務を付加する場合の調整を図る組織や体
制の整備 
○教育委員会が学校に課している業務の見直しをとやま学校多忙
化解消推進委員会で報告 

○県教育委員会が実施する調査・照会等について、その必要性を再
検討し、見直すと共に、学校からの改善意見についても募集 

 
 
 
 
○学校事務の共同実施 
○教育委員会等から学校に向けた調査・統計業務の削減 

○第３期教育振興基本計画に基づき、総合教育会議等で教員の働き方改革
について協議 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
○総合教育センターに共同事務を設置し、各校で共通の事務の実施 
○実施する調査・照会等回数の削減、オンライン化の検討 
 

Ｐ：「富山県公立学校における業務改善の推進の取組み｣ 

Ｄ：教育委員会と各学校の取組み 

Ｃ：とやま学校多忙化解消推進委員会によるフォローアップ 

Ａ：翌年度への取組の改善 

【近年拡充された特別休暇】 
R4.1～  不妊治療のための休暇の創設 
R3.1 ～ 男性職員の育児参加休暇・妻の出産休暇・妊娠障害休暇

等の拡充 

 

【これまでに見直しを行った業務等】 
○とやま科学オリンピックにおける小学校部門の廃止、中学校・高校

部門の内容見直しや教員OBの活用等による作問委員数の縮減、電

子申請による参加申込み、作問委員の年次研修の軽減（R3～） 
○永年勤続教職員等表彰の関係書類の作成の負担軽減（R3～） 
○「みんなでチャレンジ３０１５」の達成率調査及び、スポーツテス

トの調査結果、生活習慣等調査報告の簡略化 
○県立特別支援学校の就職状況調査の縮減  等 



取組の柱 取組の方向性 主な取組（○教育委員会 ●学校） 令和６年度の取組計画 

 

２ 効率的・

効果的な

業務の推

進 （３）学校の業務の管

理・調整のための

体制整備 

○教育委員会等から学校に向けた調査・統計業務の削減 
 
 
 
 
 
○留守番電話の設置やメールによる連絡対応の体制整備 
○地方公共団体や教育委員会による給食費の徴収・管理 
○教員以外による学校徴収金の徴収・管理 
○県立学校事務費等訪問ヒアリングの効率化・実施頻度の見直し 
○授業料等に係る業務のペーパレス化の推進 
○小中学校における学校事務職員の巡回相談  
●教員以外の者による調査・統計の回答 
●校務分掌の在り方の見直し等による業務の平準化 

就学支援金事務の簡略化（保護者のオンライン登録） 
○オープンハイスクールのオンライン参加申込の実施 
○県立高校入学者選抜におけるインターネット出願システムによる一部
オンライン化 

○県立学校入学者選抜の入学志願に関する書類のデジタルデータの配布
（令和３年度実施済） 

○電話設備自動応答システムを全県立学校56校に配備済 
○学校給食費の公会計化等に係る取組事例等を市町村教委に情報提供 
○就学支援金事務の簡略化（保護者のオンライン登録項目の拡充） 
○預金口座振替依頼書の収受業務の削減 
 
○小中学校における学校事務職員の巡回相談 
●調査、統計業務の削減と併せ、業務の在り方を検討 
●教員ごとの業務量を把握し、一部の教員にのみ偏らないよう平準化 

３ 地域・専

門人材の

活用によ

る体制整

備 

（１）地域・社会への協

力依頼 

○保護者・地域・社会・企業等へ学校の働き方改革への理解や協力
を求める取組の実施  

 
 
 
○登下校や放課後から夜間等における見回り等、教育委員会、保護
者、地域人材等の学校以外の主体が中心に対応する体制の整備 

○地域人材等との連絡調整を学校以外の主体が中心的に行うよ
う、教育委員会等における必要な取組の実施 

○給食時における地域人材の協力依頼 
○授業の準備や後片付け、作品展示、環境整備、また学習評価や成
績処理の補助等におけるスクール・サポート・スタッフをはじめ
とした外部人材の活用  

○就職先の情報収集等について、キャリア教育アドバイザーや特
別支援学校就労応援コーディネーターなどの外部人材等の活用 

 
 
 
○支援が必要な児童生徒や家庭への対応について、スクールカウ
ンセラー、スクールソーシャルワーカー、特別支援教育等の専門
人材、外国人児童生徒教育コーディネーター等の専門的な人材
等の活用  

 
 
 
 
 
○保護者等からの過剰な苦情や不当な要求に対する法的観点から
指導・助言を行うスクールロイヤー等の専門家の配置  

○各学校に人材を配置するための人材バンクの整備 
○県内大学等との連携によるアシスタント等の活用 
 
 
 
 
●保護者や地域に対する、学校の働き方改革への理解や協力を求
める取組の実施 

●学校行事等の準備・運営における地域人材の協力、教員ＯＢや外
部委託による負担軽減 

●ＰＴＡとの連携による業務等への協力要請 

○多忙化解消周知啓発リーフレット「とやまの子どもたちがより充実した
教育を受けるために」の活用 

新○「教員の働き方」理解促進のための取組の検討 
拡○学校への作品募集等に加え、後援名義の使用許可に際しても、教職員
の負担軽減に配意するよう、主催団体への周知・依頼 

○登下校について、保護者や地域人材による学校安全パトロール隊により
見守り実施 

○市町村教委担当課等を訪問し、地域学校協働活動推進員等の配置・委嘱
等について依頼・助言 

 
○全ての市町村立小・中・義務教育学校及び特別支援学校（小・中学部）
に配置 

 
○特別支援学校就労応援コーディネーターを富山高等支援学校、高岡高等
支援学校に各１８０日配置 

 高等特別支援学校に障害者就労定着サポーターを１４０日配置 
○キャリア教育アドバイザーを２地区に配置し、年間を通した継続的な就
職支援を実施 

○小中学校巡回指導員を東部、西部に１名ずつ配置し、市町村の支援体制
の整備を支援 

 高等学校巡回指導員を総合教育センターに２名配置 
○スクールカウンセラーを公立小・中・義務教育学校、県立学校拠点校に
配置 

○スクールソーシャルワーカーを全中学校区（単独実施の富山市を除く）、
義務教育学校及び県立学校拠点校に派遣 

○外国人児童生徒教育コーディネーターを公立小中学校に県内３名配置
し、学校における指導体制を整備 

○県立学校や市町村教育委員会からの要請に応じ、スクールロイヤーを派
遣し、法的側面から支援 

○富山県教育活動応援者ネット（富山県ひとづくり財団）の案内 
○学校や市町村の要望に応じて、県内小学校に大学生を200名程度を派遣
(英語学習パートナー、観察実験アシスタント、学びのアシスト 等） 

○学校の要望に応じ外国人支援スタッフとして、県内小中学校に富山大学
生を７名程度を派遣 

○小中学校への学習支援のための大学生の派遣（金沢大学を対象に追加） 
●多忙化解消周知啓発リーフレット「とやまの子どもたちがより充実した
教育を受けるために」による、理解と協力依頼 

●スクール・サポート・スタッフ、部活動指導員等において外部人材の活
用 

●運動会や学習発表会等の学校行事への協力依頼 

４ 部活動

の負担軽

減と教職

員の健康

管理 

（１）部活動の 

負担軽減 

○合同部活動や、体育・スポーツ協会、総合型地域スポーツクラブ
等の地域のスポーツ・文化団体、社会教育施設等との連携等の推
進 

 
○大会・コンクール日程の把握・公表及び日程見直しの要請 
 
○部活動指導員をはじめとした外部人材の活用  
 
 
 
 
○週休日の部活動の大会への生徒引率を「割り振り変更」対象業務
へ追加 

●合同部活動設置時の教員の負担軽減 
 
 
●体育・スポーツ協会、総合型地域スポーツクラブ等の地域のスポ
ーツ・文化団体、社会教育施設等との積極的な連携 

●県及び市町村教育委員会が策定した部活動方針の実効性を担保
するための各学校における部活動に係る活動方針の策定、ホー
ムページ等での公表、校長による活動計画や活動実績の確認 

●学校の実情（生徒や教職員の数、部活動指導員の活用状況等）に
応じた部活動や担当教職員数の適正化 

○アドバイザー(大学教授)、県スポ協、学校体育団体、企業、県関係者等
からなる「地域部活動検討委員会」を開催、実証事業の実施に係る課題
への対応や、スポーツ・芸術文化活動に貢献する企業との連携策等の検
討 

○（運動部）各都道府県の動向を注視しながら、対応を検討 
（文化部）各都道府県の動向を注視しながら、対応を検討 

拡○部活動指導員の配置増  中学校    170人（昨年153人） 
高校       36人（昨年33人） 

スポーツエキスパート  中学校    282人（昨年297人） 
高校   134人（昨年137人） 

○部活動の地域移行に向けた実証事業 
○週休日の部活動の大会への生徒引率を「割り振り変更」対象業務へ追加 
●原則は合同チーム、合同部活動の両校顧問が活動に参加。ただし、高校
における再編校で兼務発令が出ている場合及び全国中学校体育大会に
おいて合同チームで参加する際にやむを得ない場合は、代表監督の引率
許可 

●「富山県学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合
的なガイドライン」に則り、部活動の内容や指導の在り方について必要
な検討や見直しを実施 

●「富山県学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合
的なガイドライン」に則り、必要な検討や見直しを実施 

（２）教職員の 

健康管理 

○各学校における労働安全衛生管理体制の整備 
 
○ストレスチェックの適切な実施 
○学校の教職員の健康管理のための健康管理医の配置 
 
●学校における衛生管理者等の配置及び衛生委員会による教職員
の健康障害を防止する対策等に係る調査審議 

●すべての教職員に対し、ストレスチェックの適切な実施 
●長時間勤務者や高ストレス者に対して、医師による面接指導の
勧奨 

●定期健康診断等により異常が見られた者に対して、精密検査・診
察を受けるよう勧奨 

○「富山県教育委員会教育職員安全衛生管理規程」第 10条により、衛生
委員会を設置 

○ストレスチェック制度実施要領により実施 
○「富山県教育委員会教職員安全衛生管理規程」第８条により、健康管理
医を配置 

●衛生管理者又は衛生推進者、及び衛生委員会を設置し、職員の健康の保
持増進、健康障害の防止について協議 

●各学校において、ストレスチェックを適切に実施（全教職員が受検） 
●該当者に対し、医師による面接指導の実施 
●すべての学校において、要精密検査者に対し受診を勧奨 
 

 


